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第 ５ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２８年５月１８日（水）午前１０時００分 

 

場      所  津市河芸庁舎 ３階 防災本部室 

 

出 席 部 会 委 員  1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 4 田村
た む ら

 明
あきら

・ 5 前
まえ

川
かわ

 洋子
よ う こ

 

6 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・9 石
いし

井
い

 康宏
やすひろ

・10 川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・11 横山
よこやま

 帛生
は く お

 

12 淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

・13 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・19 佐野
さ の

 すま子・21 坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

 

24 川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

以上１３名 

 

欠 席 委 員   ３ 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：河本主査 美里：小林担当主幹 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ４ 田村
た む ら

 明
あきら

・５ 前
まえ

川
かわ

 洋子
よ う こ

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

報告第７号 時効取得による所有権の移転について 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について   

（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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（農業委員会許可・地上権） 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更承認申請について 

（農業委員会承認・所有権移転） 

議案第９号 非農地証明願について 

 

議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定

について（別冊） 

 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第５回第１農地部会を開催させていただきます。本日の欠席は、１

名で、出席委員は１３名です。それでは、議事録署名者を私の方から指名させ

ていただきます。５番、前川委員・４番、田村委員よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。 

報告第１号から第７号まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   それでは議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から３で、合計で件数は３件、合計面積は田で６，６２２㎡でござい

ます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

続きまして、２ページから６ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出についてでございま

す。 

番号１から９で、６ページになりますが、合計で件数は９件、合計面積は 

５３，６４３．２１㎡で、その内訳としましては田が３９，７２１．３㎡、畑

が１３，８９３．９１㎡、その他、これは台帳地目が雑種地の農地で２８㎡で

ございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が宅地になっているところにつきましては、無断転用の可能 

性がありますので、届出人に対して指導させて頂いております。 

続きまして７ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい 

ます。 

番号１、共同住宅及び駐車場用地、番号２、共同住宅用地、 

以上、件数は２件で、合計面積は２，５６６㎡、この内訳は田が２，３９６

㎡、畑が１７０㎡でございます。 

８ページ・９ページをお願いいたします。 
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報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

移転）でございます。 

番号１、分譲住宅用地、番号２、駐車場用地、番号３、レンタルコンテナ置

場、番号４、建売分譲住宅用地、番号５、番号６は 分譲住宅用地、番号７、

共同住宅及び駐車場用地、９ページになりますが、番号８、共同住宅用地、番

号９、庭用地、番号１０、共同住宅用地、番号１１、資材置場用地。 

以上、件数は１１件で、合計面積は１０，４１９㎡、この内訳は田が 

９，０８２㎡、畑が１，３３７㎡でございます。 

１０ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、太陽光発電施設用地の１件で、面積は、畑で１，０３８㎡でござい

ます。 

１１ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１は、一般個人住宅用地、番号２、太陽光発電施設用地。 

件数はこの２件で、合計面積は畑で 829 ㎡でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

報告第７号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

番号１、権利者     、申請地の地目は畑、面積は１０２㎡、外 1 筆で

合計面積２２７㎡です。取得年月日は、昭和４３年８月２６日でございます。 

この案件につきまして、権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己の農

地として維持管理しており、取得時効が完成しております。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より報告があったとおりでございますので、

よろしくお願いします。 

それでは、議案事項に入ります。議案第１号 農地法第３条の規定による許

可申請について（農業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   １３ページ、１４ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転） でございます。 

番号１、地区 白塚、受人     、面積３，７２１㎡、渡人     、

面積３，７２１㎡ 申請地 白塚町北永定    、台帳地目 田、現況地目 

畑、面積 ３６㎡ 外５筆、合計面積 １，１４２㎡です。 

これにつきましては、共有持分を移転するものです。 

番号２、地区 白塚、受人     、面積 ３，７２１㎡ 渡人    、

面積 ３，７２１㎡ 申請地 白塚町北永定    、台帳地目 田、現況地

目 畑、面積 ２９㎡ 外３筆、合計面積 １，０００㎡です。 

これにつきましても、先ほどと同じです。共有持分を移転するものです。 

番号３、地区 櫛形、受人     、面積 １２，１８６㎡ 渡人 

    、面積 ５，２３９．７７㎡ 申請地 産品永谷    、台帳地

目・現況地とも畑、面積 ３３㎡外 1 筆、合計面積 ３２０㎡。 
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これにつきましては、受人は、遠方のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号４、地区 高茶屋、受人     、面積 ９，１９６㎡ 渡人 

    、面積 １，３６５㎡ 申請地 高茶屋小森町野田    、台帳地

目 田、現況地目 畑、面積 ４０１㎡外２筆で、１４ページになりますが 

合計面積 １，３６５㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人からの要望を受 

け、申請地を譲り受けるものです。 

番号５、地区 高野尾、受人     、面積 １２，３５３㎡ 渡人  

    、面積 ５４９㎡ 申請地 高野尾町中町    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ３１９㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請 

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号６、地区 明、受人     、面積 １１，７９５㎡ 渡人  

    、面積 ２，１２７㎡、申請地 芸濃町楠原上新開    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ２１８㎡ 外３筆 合計面積 ２，１２７㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため離農する渡人から申請地を譲り 

受け、営農を拡大するものです。 

番号７、地区 雲林院、受人     、面積 １８，８２１.３㎡ 渡人 

    、面積 ２，３４９㎡、申請地 芸濃町雲林院青木    、台帳地

目・現況地目とも田で、面積 ２，３４９㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため離農する渡人から申請地を譲り 

受け、営農を拡大するものです。 

以上件数は７件、合計面積は、８，６２２㎡、この内訳としまして、田が 

７，７６２㎡、畑が８６０㎡でございます。 

いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、 

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ただいま事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

１番、白塚。 

 

田村委員   ４番 田村です。事務局の説明通りで、問題ないと判断します。よろしくお

願いします。 

 

議  長   ３番 櫛形。 

 

前川委員   ５番 前川です。１３日に現地確認を行いました。特に問題無いと思いま

す。 

 

議  長   ４番 高茶屋。 

 

太田委員   １番 太田です。地元推進委員さんから問題は無いという報告を受けまし

た。事務局の説明通りで問題ありません。 
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議  長   ５番、高野尾。 

 

事 務 局   ５番につきまして、担当地区は坂倉委員さんになります。本日欠席されてお

りまして、事前に問題ないというご連絡をいただたいております。よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。６番 明。 

 

川口委員   １０番 川口です。事務局の説明どおり問題は無いと思います。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。７番 雲林院。 

 

石井委員   ９番 石井です。現地確認を行いました。事務局の通り何も問題ありませ

ん。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。皆さん何かございますか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第 1 号については

許可することに決定します。 

次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは１５ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員 

会許可）でございます。 

番号１、地区 片田、申請者     、申請地 片田田中町笹

村    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ３０２㎡外 1 筆、合計

面積６７４㎡です。 

これにつきましては、申請地を１０年程前から寺の駐車場及び墓地として使 

用しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農

地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 高茶屋、申請者     、申請地 高茶屋小森町野田 

    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ５７２㎡。 

これにつきましては、申請地を平成２年頃から梨直売所及び駐車場として利 

用しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農

地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号３、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野端    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積１８１㎡。 

これにつきましては、昭和５５年頃に、申請地に杉、檜を植林しており、始

末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号４、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野端    、

台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 １８１㎡。 
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これにつきましては、先ほどの番号３の隣接地で、同様に昭和５５年頃に、

申請地に杉、檜を植林しており、始末書の提出がありますことから追認しよう

とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は４件で、合計面積は畑で１，６０８㎡でございます。 

この案件につきまして、農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。１番 片田。 

 

前川委員   ５番 前川です。担当地区の推進委員さんと現地確認を行いました。事務局

の通り何ら問題ないと思います。始末書も出ています。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。２番 高茶屋。 

 

太田委員   １番 太田です。都合により私は現地確認を欠席しておりましたけれども、

奥山委員の方から問題なしの報告を受けております。事務局の説明通りで良い

と思います。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、４番 草生。 

 

平井委員   １３番 平井です。１０日に現地確認を行いました。推進委員さんは都合に

より欠席でございましたが、全件問題無しというような連絡を受けておりま

す。事務局の説明通りで何の問題もございませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。皆の委員さんはどうですか。 

 

坂野委員   ２１番 坂野です。細かい話ですけれども。番号１の件で職業は、住職とい

うことですが、職業として僧侶または宗教業と記載するのが適正ではないかと

思われますが事務局いかがでしょうか。 

 

事 務 局   確かに職業としては僧侶が正しいとは思います。すみません、申請書の方も

職業 僧侶という形で書いていただいてます。申し訳ないです。僧侶にご訂正

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

坂野委員   わかりました。 

 

議  長   はい、他にございませんか。よろしいか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   ありがとうございます。異議なしと認め、議案第２号については許可するこ

とに決定いたします。 

次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（農
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業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   続きまして、１６ページをお願いします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（農業委 

員会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 高野尾、受人      代表取締役     、渡人 

    、申請地 高野尾町大谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積 

２１９㎡です。 

これにつきましては、平成２７年１２月１７日に、転用目的 公衆用道路で 

許可をした案件ですが、関連する農業振興施設の開発に変更が生じたことか

ら、このたび許可の取消願いが提出されております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見

を伺います。 

 

事 務 局   高野尾の担当、坂倉委員から問題ないという事で連絡を受けておりますので

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   お聞きいただいた通り問題ないということで皆さんはどうですか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については許可をすることに決定しま

す。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページ・１８ページをお願いします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員 

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 白塚、受人     、渡人     、 申請地 白塚町

南永定    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １０８㎡外２筆、合計面

積 ３２１㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地をリサイ

クル事業の自動車置場用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断さ

れます。 

番号２、地区 一身田、受人     、渡人     外１名、申請地 

一身田豊野てノ坪    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １２８㎡外３

筆、合計面積 ６４３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光 

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、２６７．７２㎡、転用面積の４１．６％になります。農

地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号３、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸西垣

内    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７６㎡外２筆、合計面積 
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１，４０４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光 

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、４９８．１５㎡、日影部分を避けて設置するため転用面

積の３５．５％になります。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号４、地区 神戸、受人     （使用借人     ）、渡人  

    、申請地 半田平木    、台帳地目・現況地目とも田、面積 

４９９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受けた上で、使用借人

に貸し付け、申請地を美容院用地とするものです。農地区分は、第３種農地と

判断されます。 

番号５、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 野田柳

谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １１２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自宅に隣接する

申請地を駐車場用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されま

す。 

番号６、地区 片田、受人     （賃借人     代表取締役 

    ）、渡人     、申請地 片田田中町桐狭間    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ２９６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受けた上で、賃借人に

貸し付け、周辺農地と併せて、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、３，３４９．８８㎡、一体利用地５，２１７㎡の 

６４．２％になります。 

なお、一体利用するその他の農地は、この後の議案第６号賃貸借権の設定で 

説明させていただきます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号７、地区明、受人     、渡人     、申請地 芸濃町林瀧ノ

上    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８０㎡外１筆で、合計面積 

１３２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、寺院参拝者など

の駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号８、地区 安西、受人     、渡人     、申請地 芸濃町小

野平清水    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５９３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光 

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２０２．９５㎡、土地の利

用率は、隣接建物の影を避けて設置するため、転用面積の３４．２％になりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号９、地区 安西、受人     、賃借人     代表取締役  

    、渡人     、申請地 芸濃町萩野西興    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 ３６５㎡外１筆、合計面積 ７３０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受けた上で、賃借人に

貸し付け、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、

３４７．６８㎡、転用面積の４７．６％になります。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

番号１０、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町

内多見泥    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２８２㎡外１筆、合計面

積３２３㎡。 
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これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個 

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は１０件、合計面積は、５，０５３㎡、このうち田が２，８４３

㎡、畑が２，２１０㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見

を伺います。１番 白塚。 

 

田村委員   ４番 田村です。申請場所は別紙の資料で、１０日に地元推進委員さんと現

地確認を行いました。堤防のすぐ下で、以前から休耕田です。詳細は事務局の

説明の通りで問題ないと判断します。 

 

議  長   ありがとうございます。２番 一身田。 

 

田村委員   ４番 田村です。こちらも１０日に地元推進委員さんと現地確認を行いまし

た。譲渡人は高齢でどうしても仕方ないということですので、問題ないと判断

いたしました。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番 神戸。 

 

前川委員   ５番 前川です。申請地は別紙の通りで、１０日に地元推進委員さんと現地

確認を行いました。ここは、田が荒れているので太陽光にしてもらう方がまだ

いいかなと思います。事務局の説明通りで特に問題は無いと思います。 

 

議  長   ４番、５番よろしくお願いします。 

 

前川委員   ５番 前川です。４番、５番は事務局の説明通りで特に問題は無いと思いま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。６番 片田。 

 

前川委員   ５番 前川です。１０日に現地確認を行いました。事務局の説明通りで特に

問題は無いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。７番 明。 

 

川口委員   １０番 川口です。１０日に現地確認を行いました。７番の場所は、墓地と

隣接してるところです。地元推進委員さんは欠席ではございましたけど、別に

問題ないと聞いております。事務局の通り何ら問題はありません。 

 

議  長   ありがとうございます。８番、９番 安西。 

 

石井委員   ９番 石井です。１０日に地元推進委員さんと現地確認を行いました。何も
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問題ありません事務局の通りですのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。１０番 安濃。 

 

淺生委員   １２番 淺生です。ここは、住宅地で、問題ないと思います。よろしくお願

いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん何かございま

すか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め議案第４号については許可

をすることに決定いたします。 

次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・地上権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員 

会許可・地上権）でございます。番号１から４につきましては、一体利用地で

ありますことから一括して説明させていただきます。 

番号１、地区 安濃、借り人     代表取締役社長     、貸し人 

    、申請地 安濃町内多堀河部    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 １，５７０㎡です。 

番号２、地区 安濃、借り人は同一、貸し人     、申請地 安濃町内

多堀河部    、台帳地目・現況地目とも田、面積６９㎡外３筆、合計面積 

７７５㎡。 

番号３、地区 安濃、借り人は同一、貸し人     、申請地 安濃町内

多堀河部    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４９４㎡。 

番号４、地区 安濃、借り人は同一、貸し人     、申請地 安濃町内

多堀河部    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，３２８㎡外２筆 

合計面積 １，７５４㎡。 

この４件につきましては、２０年間の地上権を設定し、申請地を太陽光発電 

施設用地とするものです。 

事業面積は８，６００㎡で、このうち農地面積は４件合わせて５，５９３

㎡、またパ ネル設置面積は３，７２５．４７㎡、事業面積の４３．３％に当

たります。農地区分は、いずれの案件も第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 香良洲、借り人     代表取締役     、貸し人 

    、申請地 香良洲町大新田    、台帳地目 畑、現況地目 田、

面積 ８７９㎡。 

これにつきましては、２０年間の地上権を設定し、申請地を太陽光発電施設 

用地とするものです。パネル設置面積は、３５２．１３㎡、転用面積の 

４０．０６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は５件、合計面積は６，４７２㎡、このうち田が５，５９３㎡、

畑が８７９㎡です。これらの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には

該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長  ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を

伺います。 

 

淺生委員   １２番 淺生です。１番、２番、３番、４番は、隣接地でかなり田が荒れて

酷いものになっています。事務局の説明通りで問題ないと思います。地元推進

委員も問題ないとのことです。 

 

議  長   ありがとうございます。５番 香良洲。 

 

太田委員   １番 太田です。地元推進委員と１０日に現地確認を行いました。隣接地は

もう既に太陽光設備の資材置場になっていました。この案件につきましても事

務局の説明通りで問題はないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。みなさんはいかがですか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   はい。異議なしと認め、議案第５号については許可をすることに決定いたし

ます。 

次に議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員 

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 栗真、借人     、貸人     相続人     、 

申請地 栗真小川町南浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５９５

㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に２０年間の賃貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、 

３０８．８８㎡、転用面積の５１．９％になります。農地区分は、第３種農地

と判断されます。 

番号２、地区 安東、借人     代表取締役     、貸人    、

申請地 安東町西園    、台帳地目・現況地目とも畑、面積９４１㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に２０年間の賃貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、 

５６８．１３㎡、転用面積の６０．７３％になります。農地区分は、第３種農

地と判断されます。 

番号３から１３につきましては、議案第４号の番号６を含めまして、一体利

用でありますことから、一括して説明させていただきます。 

番号３、地区 片田、借人     代表取締役     、貸人    、

申請地 片田田中町桐狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積  

５９６㎡外１筆、合計面積 ９１７㎡。 
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番号４、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町桐

狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １８６㎡。 

番号５、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町桐

狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３１０㎡外２筆、合計面積 

５３３㎡。 

番号６、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町桐

狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６９５㎡。 

番号７、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町桐

狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６８㎡。 

番号８、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町桐

狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９４㎡。 

番号９、地区 片田、借人は同一、貸人     相続人代表     、

申請地 片田田中町桐狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積５３９

㎡。 

番号１０、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町

桐狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２８６㎡。 

番号１１、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町

桐狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３２４㎡。 

番号１２、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町

桐狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １９５㎡。 

番号１３、地区 片田、借人は同一、貸人     、申請地 片田田中町

桐狭間    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４０９㎡。 

この１１件につきましては、いずれも２０年間の賃貸借権を設定し、申請地 

を太陽光発電施設用地とするものです。 

一体利用地を含む全体面積は、議案第４号の番号６を含め５，２１７㎡で、

この うち農地面積は４，８４２㎡、またパネル設置面積は３，３４９．８８

㎡、事業面積の６４．２％に当たります。農地区分は、いずれの案件も第２種

農地と判断されます。 

２１ページをお願いします。 

番号１４から１６につきましても、先ほどと同様に、一体利用でありますこ

とから一括して説明させていただきます。 

番号１４、地区 椋本、借人     代表取締役     、貸人  

    、申請地 芸濃町椋本六丁    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 １，７７１㎡外１筆、合計面積 ３，８３７㎡。 

番号１５、地区 椋本、借人は同一、貸人     、申請地 芸濃町椋本

六丁    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２，５８３㎡。 

番号１６、地区 椋本、借人は同一、貸人     、申請地 芸濃町椋本

六丁    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ４２９㎡外 1 筆、合計面

積 １，７８１㎡。 

この３件につきましては、２０年間の賃貸借権を設定し、申請地を太陽光発 

電施設用地とするものです。 

一体利用地を含む全体面積は、８，３１５㎡で、このうち農地面積は 

８，２０１㎡、またパネル設置面積は４，９７８.３㎡、事業面積の 

５９．８％に当たります。農地区分は、いずれの案件も第２種農地と判断され

ます。 

番号１７、地区 安西、借人     代表取締役     、申請地 芸



 13

濃町萩野金谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２４７㎡外３筆 

合計面積 ７３８㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に２０年間の賃貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、２７５．５２㎡、不整形地のため転用面積の３７．３％

の利用率 になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

なお、本申請は、申請地取得後３年３作を経過しない早期の転用になります

が、水利がなく、獣害も酷いことから農地としての利用が困難であるとの理由

書が添付されております。 

番号１８、地区 草生、借人     、貸人     、申請地 安濃町

草生清水田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，３５９㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に２０年間の賃貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、５３１．３６㎡、建物の日陰部分を避けるため、転用面

積の３９．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は１８件、合計面積は１６，３８０㎡、このうち田が３，８７８

㎡、畑が１２，５０２㎡です。 

これらの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、 

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。１番 栗真。 

 

田村委員   ４番 田村です。申請地は資料の通りで、１０日に地区推進委員さんと現地

確認を行いました。事務局の説明通りで問題ないと判断いたします。よろしく

お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番 安東。 

 

太田委員   ２番 太田です。１０日に地元推進委員と現地確認を行いました。畑にして

は広すぎて老夫婦が面倒見きれないということで、営農縮小ということです。

有効利用のために太陽光発電施設用地にするということでございます。何ら問

題はございません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番から１３番 片田。 

 

前川委員   ５番 前川です。１０日に地元推進委員さんと現地確認したところ特に問題

は無いと思います。ここで畑をされてる方はほとんどいなくて、現在は荒地に

なっていますので、有効利用してもらうほうがいいと思います。事務局の説明

通り問題は無いと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。１４番 椋本。 

 

川口委員   １０番 川口です。１０日に地元推進委員さんと現地確認を行いました。現

地は農作物もこれといった耕作してませんし、管理もしているようには思いま

せんが、周囲に迷惑はかからないような状態だと思います。 
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推進委員さんに伺いましたところ、数年間は、耕作がない状態が続いている

ということでしたので太陽光発電施設が有効な利用ではないかということで問

題ないと判断しました。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。１４番から１６番、１７番の安西。 

 

石井委員   ９番 石井です。地区推進委員さんと現地確認を行いました。多分、売買し

てから荒れてると思うんですけど、事務局の通り問題はありません。よろしく

お願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。１８番 草生。 

 

平井委員   １３番 平井です。１０日に会長、部会長共々、現地確認を行いました。 

当日は、地元推進委員さんは、都合により欠席でございましたが、事前に現

地を見ていただきまして問題ないという連絡を受けております。事務局の説明

通り何ら問題は無いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。みなさんはいかがですか。 

 

坂野委員   ２１番 坂野です。先程の事務局の説明で３条の許可後に３年３作を経過し

ない転用という説明がありましたけれども、もう少し考え方を説明していただ

けませんでしょうか。 

 

事 務 局   この農地につきまして、農地法３条の許可では農地を農地として耕作すると

いうことで取得される訳ですけれども、その時の条件が、強制ではないんです

けども、最低でも３年３作は耕作していただくと農業委員会からお願いをさせ

ていただいております。 

その時点では、そのようなことで３条の許可を出しましたけれども、その後

３年３作を経たない間に農地として耕作するのが困難な状況が生じたというこ

とで、農地転用をしたいという申請で出ております。 

この３年３作というのはあくまでも取り決めというかお願い事という形にな

っておりまして、強制ではありませんので、理由書を出していただければ、農

地転用も止むを得ないということで事務は進めさせていただいております。 

 

議  長   よろしいでしょうか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

坂野委員   ありがとうございます。 

 

議  長   それでは、異議なしと認め議案第６号については許可をすることに決定いた

します。 

次に議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   ２２ページをお願いいたします。 

議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員 

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 栗真、借り人     、貸し人     、申請地 栗真

町屋町中新畑    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４３６㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に永年の使用貸借権を設定 

し、申請地を分家の一般個人住宅用地とするものです。 

番号２、地区 一身田、借り人     、貸し人     、申請地 一

身田豊野東田端    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ５６㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に４０年間の使用貸借権を設 

定し、申請地を分家の一般個人住宅用地とするものです。 

なお、申請地には、昭和５９年ごろ既に車庫などを建築しており、始末書が 

提出されております。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号３、地区 大里、借り人     、貸し人     、申請地 大里

睦合町多為    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ４４㎡外２

筆、合計面積 １７６㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人との間に３０年間の使用貸借権を設 

定し、申請地を居宅への進入路用地とするものですが、昭和５０年ごろから既

にこの目的で利用されており、始末書の提出があります。農地区分は、第３種

農地と判断されます。 

以上件数は３件、合計面積は、畑で６６８㎡です。 

いずれの案件も、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件の 

すべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺

います。１番 栗真。 

 

田村委員   ４番 田村です。申請場所は資料の通りで、これも１０日に現地確認を行い

ました。周辺は住宅地となっておりまして、問題ないと判断いたします。 

２番も同じですので説明させていただきます。こちらの方も長年住宅地にな

っておりまして問題ないという判断をいたしました。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。３番 大里。 

 

事 務 局   すいません。大里は坂倉委員の担当になるんですけども、本日欠席というこ

とで、申請については問題ないという連絡を受けております。よろしくお願

いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。みなさんいかがですか。 

 

部会委員  〈一同 異議なし〉 

 

議  長   それでは異議なしと認め議案第７号については許可をすることに決定いたし

ます。 
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次に議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更承認申請につ

いて（農業委員会承認・所有権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２３ページをお願いします。 

議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更承認申請について

（農業委員会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 高野尾、受人     代表取締役     、渡人  

    、申請地 高野尾町大谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積 

１１２㎡です。 

これにつきましては、平成２７年１２月１７日に、転用目的が公衆用道路で

許可をした案件です。 

関連する農業振興施設の開発に変更が生じたこということから、転用面積を

３０．７４㎡に変更したいとの申請が提出されております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺

います。 

 

事 務 局   この案件につきましても、坂倉委員の担当地区になります。本日ご欠席のた

め事前に問題ないというご連絡をいただいておりますのでよろしくお願いいた

します。 

  

議  長   ありがとうございます。地元委員さんは異議がありません。皆さんいかがで

しょうか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第８号については、承認をすることに決定い

たします。 

次に議案第９号、非農地証明願について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いいたします。 

議案第９号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 明合、願出者     、申請地 安濃町栗加田倉田 

    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４３１㎡です。 

これにつきましては、建物の登記簿謄本により、昭和３６年３月２０日に居 

宅が建築されていることが確認できます。 

このことから、申請地は、農地以外の用に供され２０年以上が経過している 

土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地では無い旨の証明をしても差し支えない

ものと考えます。 

件数はこの１件です。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 
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淺生委員   １２番 淺生です。事務局の通り問題ないと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでしょ

うか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第９号については、証明することに決定いた

します。 

次に別紙でお配りしました議案第１０号、農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   それでは議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定について、でございます。 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧いただきたいと思い 

ます。 

各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で２０，３８９㎡、畑

の賃貸借で８８５㎡、契約件数は１９件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借で２，７３０㎡、契約件数は 1 件でご

ざいます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２６，１３８㎡、畑の賃

貸借で１，１２４㎡、契約件数は８件でございます。 

芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６，４０４.０７㎡、契

約件数は３件でございます。 

美里地区につきましては、田の使用貸借、所有権移転で５，２８７㎡、契約

件数は２件でございます。 

香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて 

６０，９４８.０７㎡、畑の集積が、賃貸借で２，００９㎡、合計契約件数は

３３件、合計面積は６２，９５７.０７㎡となっております。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は津地区で８件、安濃地区７件、芸濃地区２件

で合計１７件、合計面積は３６，１５０.０７㎡でございます。 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。説明が終わりました。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   〈一同 異議なし〉 

 

議  長   それでは、議案第１０号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農
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用地利用集積計画の決定については適正であると認め、市長に進達することに

いたします。 

以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で第５回第１農地部会を終了いたします。 
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上記は、第５回第１農地部会の議事を録したものである。 
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